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公　営　企　業

　京都府公営企業会計規程及び京都府流域下水道事業会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和５年９月29日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府公営企業管理規程第５号

京都府公営企業会計規程及び京都府流域下水道事業会計規程の一部を改正する規程

（京都府公営企業会計規程の一部改正）
第１条　京都府公営企業会計規程（昭和47年京都府公営企業管理規程第９号）の一部を次のように改正する。
　　第30条の２第１項中「証紙、口座振替又は証券による収納の場合のほか、現金を直接収納するとき」を「現金を直
接収納する場合又は口座振替若しくは証券による収納をする場合」に改める。
　　第113条中「の規定により準用する」を「において読み替えて準用する」に、「第243条の２の２第１項」を「第243
条の２の８第１項」に改め、「権限を有する職員又はその」を削り、「者」を「もの」に改める。
　　別記第２―１号様式から別記第３―３号様式までの様式中
　「

」

を

「

」

　に、「 」を

「

」

に改める。

　　別記第４―１号様式から別記第４―４号様式までの様式中「○」を削り、
　「

」

を

「

」

に、

　「

」

を

「

」

に改める。
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○京都府公営企業会計規程及び京都府流域下水道事
業会計規程の一部を改正する規程　    1
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　　別記第５―１号様式から別記第５―３号様式までの様式中「○」を削り、
　「

」

を

「

」

に、

　「

」

を

「

」

に改める。

　　別記第８―１号様式から別記第８―３号様式までの様式中
　「

」

を

「

」
　

に、「 」を

「

」

に改める。

（京都府流域下水道事業会計規程の一部改正）
第２条　京都府流域下水道事業会計規程（平成31年京都府公営企業管理規程第２号）の一部を次のように改正する。
　　第33条第１項中「証紙、口座振替又は証券による収納の場合のほか、現金を直接収納するとき」を「現金を直接収
納する場合又は口座振替若しくは証券による収納をする場合」に改める。
　　第114条中「の規定により準用する」を「において読み替えて準用する」に、「第243条の２の２第１項」を「第243
条の２の８第１項」に改め、「権限を有する職員又はその」を削り、「者」を「もの」に改める。
　　別記第２―１号様式から別記第３―３号様式までの様式中
　「

」

を

「

」
　

に、「 」を

「

」

に改める。

　　別記第３―１号様式から別記第３―３号様式までの様式中
　「

」

を

「

」
　

に、「 」を

「

」

に改める。

　　別記第４―１号様式から別記第４―４号様式までの様式中「○」を削り、
　「

」

を

「

」

に改め、

　「

」

を

「

」

に改める。

　　別記第５―１号様式から別記第５―３号様式までの様式中「○」を削り、
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　「

」

を

「

」

に、

　「

」

を

「

」

に改める。

　　別記第８―１号様式から別記第８―３号様式までの様式中
　「

」

を

「

」
　

に、「 」を

「

」

に改める。

　　　附　則

　この規程は、令和５年10月１日から施行する。ただし、第１条中京都府公営企業会計規程第113条の改正規定及び第
２条中京都府流域下水道事業会計規程第114条の改正規定は、令和６年４月１日から施行する。


